
消火器等の適切な
取扱い・処理をお願いします。

PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について

○PFOS含有消火器等の取扱いにあたっては、化学物質の審査及び規制に関する法律（化審法）

に基づき、屋内保管、容器の点検、保管数量の把握、譲渡・提供の
際の表示等の遵守義務があるので、点検や訓練の際には注意が必要です。
○PFOS含有消火器等の廃棄にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物

処理法）、及びPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項（技術的留意事項）に基づき、

適正に処理することが必要です。
○PFOSによる環境汚染を未然に防止するため、点検等の機会をとらえて、可能な限り、

PFOS含有消火器等の代替製品への切替えをお願い致します。

【化審法に基づく規制の対象となる取扱事業者の例】
・ 消防組織法に基づく消防機関
・ 消火器・泡消火設備の点検事業者（消防設備士・消防設備点検資格者等）
・ 石油コンビナート、防衛省各地基地、空港施設※１

※１ その他、実態上、泡消火設備等の消火設備を設置し、訓練、点検を行っている等消防機関と同等の業務を行っているも
のとみなすことができる者

【廃棄物処理法に基づく義務の対象となる排出事業者の例】
・ 上記の取扱事業者に加えて、解体事業者、消火器・泡消火設備の設置者

御覧頂きたい方々

収集運搬

メモ

収集、運搬時の飛散、流出及び暴露を防止する観点から、ＰＦＯＳ含有廃棄物の性状等を踏まえ、

以下の事項にも留意する必要があります。

・ＰＦＯＳ含有廃棄物は、それぞれの状態に応じて、可能な限り分別して保管（運搬）容器への収納作業を
行うこと。
・積込み及び積卸しに当たっては、運搬容器を破損しないように、注意深く荷役を行うこと。
・積込み及び積卸し時に、立会いを行う者や作業従事者は、容器からの内容物の漏洩及び容器の損傷等
の有無を目視により確認すること。
・ＰＦＯＳ含有廃棄物の収集運搬車両等には、運搬時の事故に際して適切な措置を講じるために必要な
物品を携行し、又は必要な設備を備え付けること。

問い合せ先
環境省 総合環境政策局
環境保健部 企画課 化学物質審査室
〒100-8975　東京都千代田区霞が関1-2-2
Tel: 03-3581-3351（代表）
Fax: 03-3581-3370
E-mail: chem@env.go.jp
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/pfos.html

総務省消防庁予防課
〒100-8927　東京都千代田区霞が関2-1-2
Tel: 03-5253-5111(代表）
Fax: 03-5253-7533
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PFOSとは？
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ＰＦＯＳの用途

対象となる消火器・消火薬剤等

ＰＦＯＳの性質

ＰＦＯＳの有害性

ＰＦＯＳは、撥水撥油性、低表面張力、非粘着性及び低摩擦性の特性を有しており、半導体用反射

防止剤、レジスト、金属メッキのミスト防止剤、泡消火薬剤等を製造する際に、それぞれの用途に

より0.0005～15.0%程度の範囲で添加されてきました。

ＰＦＯＳは、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有しており、残留性有機汚染物質

（ＰＯＰｓ）に指定され、廃絶に向けて国際的な規制がなされています。また、日本でも化学物質

審査規制法※２の第一種特定化学物質に指定されており、2010年4月よりPFOS含有製品の製造・

使用等が事実上禁止となりました。 
※２ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

ＰＦＯＳの有害性については、動物試験において発生毒性、慢性毒性等が確認されており、中長期

的に体内に蓄積されることによる健康への影響が懸念されています。

ＰＦＯＳを第一種特定化学物質に指定した際の検討資料及びＰＦＯＳの有害性に関する知見につ

いては、以下を御参照下さい。

ＰＦＯＳを含有する消火器や泡消火設備等については、

以下のホームページで御確認ください。

（社）日本消火器工業会ＨＰ http://www.jfema.or.jp/

（一社）日本消火装置工業会ＨＰ http://www.shosoko.or.jp/

規制対象となる消火器・消火薬剤等は、

ＰＦＯＳを含有する消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤です。

・化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る中央環境審議会の審議結果について
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/oshirase/cop4pops01.pdf
・化学物質の環境リスク評価 第６巻
http://www.env.go.jp/chemi/report/h19-03/index.html（ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩）
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図：消火器用消火薬剤
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PFOSに関する法令等

化学物質審査規制法※2

消防法

環境への排出を抑制するための取扱上の技術基準や表示義務（４ページで詳しく説明）

保管

漏出処理措置

ＰＦＯＳ廃棄物の確実かつ適正な処理の確保

取扱上の技術基準や表示義務 排出量・移動量の届出義務

化審法省令の施行に伴い、
ＰＦＯＳ含有泡消火設備の点検基準の一部が改正

法律や技術的留意事項に従った適正な処理の確保（５ページで詳しく説明）

処理

廃棄物処理法※3

収集運搬

帳簿

表示

訓練等における措置

ＰＦＯＳ含有泡消火設備への適用

点検基準の改正

移替え

点検

譲渡・提供

関係法令
◆平成２３年３月３１日付　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて
適用する同令第9条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に
関する技術上の基準を定める省令
◆平成２３年３月３１日付　ＰＦＯＳ又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第
三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表ＰＦＯＳ又はその塩の項第一号から第四号までに規定する
製品でＰＦＯＳ又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の
汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項　厚生労働省・経済産業省・環境省告示第６号

※2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

化学物質排出把握管理促進法※4

ＰＲＴＲ制度
下記条件に合致する泡消火薬剤の所有者（点検事業者は該当しない）に対して、泡消火

薬剤を排出又は移動する際に課せられる届出義務。違反した場合は、20万円以下の罰金

に処されます。

①化学工業等、政令で指定する24種類の業種に属する事業者。

②常時使用する従業員の数が21人以上の事業者。

③ＰＦＯＳの年間取扱量が１トン以上の事業所を有する事業者等、又は廃棄物処理法他で

定める特定の施設を設置している事業者。
※4 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

廃棄物の保管方法
委託処理

関係法令
◆平成２３年３月31日付　ＰＦＯＳ含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項

※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

機能を維持するための措置※5が講じら

れている場合は、泡放射の分布等の点

検を行う必要はありません。

泡消火薬剤の混合使用
点検や火災等により泡消火薬剤の補充

が必要となった場合、適合が確認されて

いる泡消火薬剤※5に限って、混合使用す

ることができます。 

※5 機能を維持するための措置及び適合が確認されてい
る泡消火薬剤については、（一社）日本消火装置工業会
「ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤混合啓蒙パンフレット」を
ご参照ください。

関係法令
◆昭和５０年１０月１６日付　消防庁告示第１４号　消防
用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果
報告書に添付する点検票の様式を定める件
◆平成２２年９月１５日付　ＰＦＯＳを含有する消火薬剤の
混合使用について（消防予第416号）
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PFOS含有廃棄物の収集運搬・処分PFOS含有消火器等の取扱い技術基準等

対象：【Ｂ】 対象：【Ａ】･【Ｂ】

区分

【Ａ】

【Ｂ】

対象製品

消火器及び消火薬剤が充填された消火設備

消火薬剤等（ポリ容器等入りの状態）
汚染物（ＰＦＯＳが付着している布、その他の不要物）

保管

・密閉式の堅固な容器（例：ポリタンク）で保管する。
・屋内で床がコンクリートや合成樹脂等の場所に保管する。

表示

・容器と保管している場所の見やすいところに、消火薬剤が
保管している旨の表示をする。

帳簿

移替え

点検

・容器について定期的（例：半年に1回）に点検をする。
・異常が認められる場合は、速やかに補修する。
・点検の結果について記録する。記録は作成日から5年間保
存する。

漏出処理措置

保管時や移替えの際に、漏出し
た場合は、漏出拡大防止、漏出
薬剤の回収、回収時の汚染物※

4を密閉保管する。

※4 ＰＦＯＳ含有消火薬剤、同消火剤水溶液、
それらを含むウエス等の汚染物等

訓練等における措置

点検・訓練において消火薬剤を
放出した際、放出した消火薬剤
を回収し、回収時の汚染物を密
閉保管する。

譲渡・提供

他者への譲渡・提供にあたって
は、表示告示で定められた事項
を表示する。

・事業所ごとに保管数量を記載した帳簿を作成する。
・帳簿は、最後に記入した日から5年間保存する。

・消火薬剤の移替えの際、飛散・流出の防止に努める。

廃棄物の保管場所

罰則について
改善命令を行ったにも関わらず、上記の義務（「取扱上の技術基準の適合義務」及び「譲渡・提供する場合の表示
義務」）を果たしていない場合、6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 に処されます。

ＰＦＯＳを含有する液状又は固形状の廃棄物については、廃棄物処理法に従って適正に処理する

必要があります。

ＰＦＯＳ含有廃棄物を保管することが必要となった場合には、当該ＰＦＯＳ含有廃棄物を適切に保管

する必要があります。

・周囲に囲いが設けられていること
・見やすい箇所に下記に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること

ＰＦＯＳ含有廃棄物の保管場所である旨
保管するＰＦＯＳ含有廃棄物の種類
積み上げ高さ
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
その他必要事項

・関係者以外が容易に立ち入ることができない場所に保管すること
・雨水等によるＰＦＯＳ含有廃棄物等の流出を防止するため、屋内に保管し、床面をコンクリートとする措
置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること
・ねずみの生息や蚊・はえ等の害虫が発生しないようにすること
・ＰＦＯＳ含有廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設けること

委託処理

ＰＦＯＳ含有廃棄物を廃棄する場合は、廃棄物処理法に従って適切に処理することが必要です。

・ＰＦＯＳ含有廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合には、ＰＦＯＳ含有廃棄物の取扱いに関して
十分な知識及び技術を有する者であることを確認すること。
・委託契約については、ＰＦＯＳ含有廃棄物の種類に応じて、廃棄物処理法の関係する規定を遵守して、
締結すること。
・排出事業者は、処理業者に対してあらかじめ以下の事項を通知すること。

①ＰＦＯＳ含有廃棄物であること
②数量
③種類・性状
④荷姿
⑤ＰＦＯＳ含有廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
（製品安全データシート（ＭＳＤＳ）等により取り扱う際の注意事項を把握した上で、廃棄物情報の提供に関するガイドライン
（ＷＤＳガイドライン）等を使用する。）

化学物質審査規制法に従い適切な取扱いや表示を行う必要があります。

保管の形態によって取扱いが異なります。次の区分に従って適合すべき基準を遵守してください。
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PFOS含有廃棄物の収集運搬・処分PFOS含有消火器等の取扱い技術基準等

対象：【Ｂ】 対象：【Ａ】･【Ｂ】

区分

【Ａ】

【Ｂ】

対象製品

消火器及び消火薬剤が充填された消火設備

消火薬剤等（ポリ容器等入りの状態）
汚染物（ＰＦＯＳが付着している布、その他の不要物）

保管

・密閉式の堅固な容器（例：ポリタンク）で保管する。
・屋内で床がコンクリートや合成樹脂等の場所に保管する。

表示

・容器と保管している場所の見やすいところに、消火薬剤が
保管している旨の表示をする。

帳簿

移替え

点検

・容器について定期的（例：半年に1回）に点検をする。
・異常が認められる場合は、速やかに補修する。
・点検の結果について記録する。記録は作成日から5年間保
存する。

漏出処理措置

保管時や移替えの際に、漏出し
た場合は、漏出拡大防止、漏出
薬剤の回収、回収時の汚染物※

4を密閉保管する。

※4 ＰＦＯＳ含有消火薬剤、同消火剤水溶液、
それらを含むウエス等の汚染物等

訓練等における措置

点検・訓練において消火薬剤を
放出した際、放出した消火薬剤
を回収し、回収時の汚染物を密
閉保管する。

譲渡・提供

他者への譲渡・提供にあたって
は、表示告示で定められた事項
を表示する。

・事業所ごとに保管数量を記載した帳簿を作成する。
・帳簿は、最後に記入した日から5年間保存する。

・消火薬剤の移替えの際、飛散・流出の防止に努める。

廃棄物の保管場所

罰則について
改善命令を行ったにも関わらず、上記の義務（「取扱上の技術基準の適合義務」及び「譲渡・提供する場合の表示
義務」）を果たしていない場合、6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処されます。

ＰＦＯＳを含有する液状又は固形状の廃棄物については、廃棄物処理法に従って適正に処理する

必要があります。

ＰＦＯＳ含有廃棄物を保管することが必要となった場合には、当該ＰＦＯＳ含有廃棄物を適切に保管

する必要があります。

・周囲に囲いが設けられていること
・見やすい箇所に下記に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること

ＰＦＯＳ含有廃棄物の保管場所である旨
保管するＰＦＯＳ含有廃棄物の種類
積み上げ高さ
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
その他必要事項

・関係者以外が容易に立ち入ることができない場所に保管すること
・雨水等によるＰＦＯＳ含有廃棄物等の流出を防止するため、屋内に保管し、床面をコンクリートとする措
置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること
・ねずみの生息や蚊・はえ等の害虫が発生しないようにすること
・ＰＦＯＳ含有廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設けること

委託処理

ＰＦＯＳ含有廃棄物を廃棄する場合は、廃棄物処理法に従って適切に処理することが必要です。

・ＰＦＯＳ含有廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合には、ＰＦＯＳ含有廃棄物の取扱いに関して
十分な知識及び技術を有する者であることを確認すること。
・委託契約については、ＰＦＯＳ含有廃棄物の種類に応じて、廃棄物処理法の関係する規定を遵守して、
締結すること。
・排出事業者は、処理業者に対してあらかじめ以下の事項を通知すること。

①ＰＦＯＳ含有廃棄物であること
②数量
③種類・性状
④荷姿
⑤ＰＦＯＳ含有廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
（製品安全データシート（ＭＳＤＳ）等により取り扱う際の注意事項を把握した上で、廃棄物情報の提供に関するガイドライン
（ＷＤＳガイドライン）等を使用する。）

化学物質審査規制法に従い適切な取扱いや表示を行う必要があります。

保管の形態によって取扱いが異なります。次の区分に従って適合すべき基準を遵守してください。
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消火器等の適切な
取扱い・処理をお願いします。

PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について

○PFOS含有消火器等の取扱いにあたっては、化学物質の審査及び規制に関する法律（化審法）

に基づき、屋内保管、容器の点検、保管数量の把握、譲渡・提供の
際の表示等の遵守義務があるので、点検や訓練の際には注意が必要です。
○PFOS含有消火器等の廃棄にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物

処理法）、及びPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項（技術的留意事項）に基づき、

適正に処理することが必要です。
○PFOSによる環境汚染を未然に防止するため、点検等の機会をとらえて、可能な限り、

PFOS含有消火器等の代替製品への切替えをお願い致します。

【化審法に基づく規制の対象となる取扱事業者の例】
・ 消防組織法に基づく消防機関
・ 消火器・泡消火設備の点検事業者（消防設備士・消防設備点検資格者等）
・ 石油コンビナート、防衛省各地基地、空港施設※１

※１その他、実態上、泡消火設備等の消火設備を設置し、訓練、点検を行っている等消防機関と同等の業務を行っているも
のとみなすことができる者

【廃棄物処理法に基づく義務の対象となる排出事業者の例】
・ 上記の取扱事業者に加えて、解体事業者、消火器・泡消火設備の設置者

御覧頂きたい方々

収集運搬

メモ

収集、運搬時の飛散、流出及び暴露を防止する観点から、ＰＦＯＳ含有廃棄物の性状等を踏まえ、

以下の事項にも留意する必要があります。

・ＰＦＯＳ含有廃棄物は、それぞれの状態に応じて、可能な限り分別して保管（運搬）容器への収納作業を
行うこと。
・積込み及び積卸しに当たっては、運搬容器を破損しないように、注意深く荷役を行うこと。
・積込み及び積卸し時に、立会いを行う者や作業従事者は、容器からの内容物の漏洩及び容器の損傷等
の有無を目視により確認すること。
・ＰＦＯＳ含有廃棄物の収集運搬車両等には、運搬時の事故に際して適切な措置を講じるために必要な
物品を携行し、又は必要な設備を備え付けること。

問い合せ先
環境省 総合環境政策局
環境保健部 企画課 化学物質審査室
〒100-8975　東京都千代田区霞が関1-2-2
Tel: 03-3581-3351（代表）
Fax: 03-3581-3370
E-mail: chem@env.go.jp
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/pfos.html

総務省消防庁予防課
〒100-8927　東京都千代田区霞が関2-1-2
Tel: 03-5253-5111(代表）
Fax: 03-5253-7533
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